
見附市訓令第８号 

 見附市職員に関する勤勉手当の成績率運用規程の一部を改正する規程を次のよ

うに定める。 

  令和７年１２月２６日 

見附市長  稲 田  亮 

   見附市職員に関する勤勉手当の成績率運用規程の一部を改正する規程 

 見附市職員に関する勤勉手当の成績率運用規程（平成１６年見附市訓令第５号）

の一部を次のように改正する。 

第３条第１項の表を次のように改める。 

区分 勤務成績 成績率 

６月 １２月 

定年前再任用

短時間勤務職

員及び会計年

度任用職員以

外の職員 

５の職員 １００分の１２３．５以下 １００分の１２６以下 

４の職員 １００分の１１３．５以下 １００分の１１６以下 

３の職員 １００分の１０３．５ １００分の１０６ 

２の職員 １００分の９３．５ １００分の９６ 

１の職員 １００分の８３．５ １００分の８６ 

定年前再任用

短時間勤務職

員 

３の職員 １００分の５８．７５ １００分の６１．２５ 

２の職員 １００分の５１．２５ １００分の５３．７５ 

１の職員 １００分の４３．７５ １００分の４６．２５ 

会計年度任用

職員 

３の職員 １００分の５８．７５ １００分の５８．７５ 

２の職員 １００分の５１．２５ １００分の５１．２５ 

１の職員 １００分の４３．７５ １００分の４３．７５ 

   附 則 

 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の見附市職員に関する

勤勉手当の成績率運用規程の規定は、令和７年１２月１日から適用する。 


